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デジタルトランスフォーメーションとは・・・

【出典：経済産業省 DXレポート ～ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開～
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国内外のDX事例

【出典：経済産業省 令和3年度（2021年度）税制改正について】
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デジタルトランスフォーメーション投資促進税制の創設

 産業競争力強化法に新たな「事業適応計画」（仮称）の認定制度が創設され
ます。当該計画の認定を受けた青色申告法人が計画に従い同法の事業適応
（仮称）の用に供するため事業適応設備の取得等をした場合には、特別償却
（取得価額等×30％）又は税額控除（取得価額等×3%又は5％）のいずれか
が認められます。

 税額控除についてはカーボンニュートラル投資促進税制（Ⅰ－1参照）による
控除税額との合計で当期法人税額の20％が上限とされます。

 産業競争力強化法の改正法施行日から令和5年3月31日までの間に取得等をし、
国内事業の用に供したものについて適用されます。

【出典：経済産業省 令和3年度（2021年度）税制改正について】
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デジタルトランスフォーメーション投資促進税制の創設

【出典：経済産業省 令和3年度（2021年度）税制改正について】
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デジタルトランスフォーメーション投資促進税制の創設

【出典：経済産業省 令和3年度（2021年度）税制改正について】

【税額控除率と特別償却率】


